
第１６回 木曽川文化圏市町合併協議会 
 

 と き 平成１６年８月１２日（木） 
                        午前１０時から 

 ところ  各務原市産業文化センター 
                        ８階第１特別会議室 
 
１． 開 会 
 
２． 会長あいさつ 
 
３． 議 題 

〈報告事項〉 
報告第２５号 廃置分合の告示について 
報告第２６号 常備消防体制について 
報告第２７号 保健事業の取扱いについて 
報告第２８号 選挙の取扱いについて 
 

〈協議事項〉 
協議第６４号 木曽川文化圏市町合併協議会の廃止について 

 

４． その他 
〈確認事項〉 

○合併準備事務の進捗状況について 
○今後の合併関連行事予定について 
 

５． 閉 会 



報 告 事 項 

第１６回 木曽川文化圏市町合併協議会 



報告第２５号 

 

 

 

廃置分合の告示について 

 

 

 各務原市と川島町の廃置分合（合併）について平成１６年７月２６日に

総務大臣から別紙のとおり告示されたことを報告する。 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

 

＜告示までの経緯＞ 

平成15年 4月 1日 木曽川文化圏市町合併協議会の設置 

平成16年 2月25日 合併協定書調印 

     3月19日 川島町議会で合併関係議案を可決 

26日 各務原市議会で合併関係議案を可決 

30日 合併申請書を岐阜県知事へ提出 

7月 8日 岐阜県議会で合併関係議案を可決 

岐阜県知事による市町廃置分合処分決定及び総務大臣届出 

       26日 総務大臣告示（官報に掲載） 

 

   



  

【 総 務 大 臣 告 示 】             

 

 

 

 

 

 

  

省
告
示
第
六
百
十
八
号 

〇
総
務

 
 

 
 

市
町
の
廃
置
分
合 

 
 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第 

 
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
羽
島
郡
川
島
町
を
廃
し
、 

 
そ
の
区
域
を
各
務
原
市
に
編
入
す
る
旨
、
岐
阜
県
知
事
か 

 

ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、 

 

示
す
る
。 

告

 
 

右
の
処
分
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
そ
の
効 
 

を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。 

力

 
 

 

日 

平
成
十
六
年
七
月
二
十
六

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
総
務
大
臣 

麻
生 

太
郎 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参照 平成１６年７月２６日 官報 第 3899 号 

 

 



報告第２６号 

 

 

 

常備消防体制について 

 

 

 川島地区の常備消防については、平成１７年４月１日より、新市に引き

継ぐものとする。 

 なお、消防体制については、現体制以上の強化が図られるよう、新市に

おいて決定する。 

 

 

 修正に至った理由  

 笠松町と岐南町が岐阜広域合併協議会を脱退したことにより、羽島郡広域連合

の解散を前提とした当初の調整方針について、部分的に修正を行った 

 

新「各務原市」誕生

☆構成団体として加入継続

☆新市単独の消防体制

11/1

H17.3/31H16.10/31

川島町

各務原市（川島地区以外） 各務原市（全地区）

4/1

各務原市（川島地区）

＜羽島郡広域連合＞

＜各務原市消防＞

（参考） 

 

○【合併協定書 23-4 】消防防災関係事業 

 川島地区の常備消防については、羽島郡広域連合の解散と同時に、新市に引き継

ぐ。 

 なお、消防体制については、現体制以上の強化が図られるよう、新市において決定

する。 

   

   



報告第２７号 

 

 

 

保健事業の取扱いについて 

 

 

各種保健予防事業については、原則として、各務原市の現行制度に統一

するものとする。 

ただし、川島地区における一部の事務事業の取扱いについては、別紙の

とおりとする。 

 

 

 

 

 

（参考） 

 

○【合併協定書 23-6 】 保健事業 

 各種保健予防事業については、原則として、各務原市の現行制度に統一するものと

する。 

 ただし、各事業の細部及び各市町で実施している事業・計画については、今後調整

を図る。 

 

   



専
門

部
会

福
祉

部
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現
在
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保

健
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防
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各
種

保
健

予
防

事
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・
各

種
健

康
相

談
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導
・

各
種

健
康

相
談

指
導

・
絵

本
読

み
聞

か
せ

・
貸

館
事

業

・
小

規
模

授
産

所
事

業
・

絵
本

読
み

聞
か

せ
・

小
規

模
授

産
所

事
業

・
貸

館
事

業

主 な 事 業

主 な 事 業

※
各

種
事

務
事

業
に

つ
い

て
は

２
か

ら
９

の
通

り

調
整

方
針

　
現

在
の

「
川

島
町

保
健

セ
ン

タ
―

」
は

「
川

島
健

康
福

祉
セ

ン
タ

ー
」

に
改

称
す

る
。

　
現

在
の

「
川

島
町

保
健

セ
ン

タ
―

」
の

機
能

を
保

持
す

る
た

め
、

「
川

島
健

康
福

祉
セ

ン
タ

ー
」

内
に

市
保

健
相

談
セ

ン
タ

ー
分

室
を

設
置

す
る

。
　

ま
た

、
集

団
健

（
検

）
診

時
の

診
療

所
と

し
て

の
機

能
を

存
続

し
、

当
分

の
間

、
老

人
保

健
事

業
に

か
か

る
集

団
健

（
検

）
診

事
業

及
び

母
子

保
健

事
業
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拠

点
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す
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。
　

絵
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読
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聞
か
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事
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・

小
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模
授

産
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事
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・
貸

館
事

業
に

つ
い

て
は

「
川

島
健

康
福

祉
セ

ン
タ
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内
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す
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。

調
整

の
方

針
　

「
川

島
町

保
健

セ
ン

タ
ー

」
に

つ
い

て
は

、
川

島
地

区
の

健
康

福
祉

の
中

核
施

設
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し
、
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の

名
称

を
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川
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健
康

福
祉

セ
ン
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ー
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健
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る
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目
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川
島
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区
保
健
セ
ン
タ
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の
位
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付
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各
務
原
市
総
合
福
祉
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館
内
１
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各
務
原
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川
島
健
康
福
祉
セ
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タ
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１
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川
島
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保
健
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ン
タ
ー
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保
健
セ
ン
タ
ー
所
管
事
業

保
健
セ
ン
タ
ー
所
管
事
業

2
0
0
4
/
8
/
1
8
 
1
0
:
3
7

木
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川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会
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・
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児
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Ｂ
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Ｇ
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Ｇ
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．
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児
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．
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行
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川
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健
康
診

査
、
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ん
検
診
及
び
老
人
保
健
に
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相
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業
務
等
に
つ
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当
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間
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川
島
町
の
現
行
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お
り
と
し
、

肺
が
ん
検
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立
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検
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６
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７
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．

1
1
月

大
腸

が
ん

検
診

6
．

7
．

1
0
．
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．
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1
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5
0
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円
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検
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0
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．
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．
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．
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６
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７
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4
回

/
年

1
歳

6
か

月
児

健
診

1
歳

6
か

月
児

健
診

4
0
歳

以
上

3
0
歳

以
上

3
0
歳

以
上

節
目

4
0
歳

以
上

各
務

原
市

川
島

町

基
本

健
康

診
査

1
,
0
0
0
円

自
己

負
担

実
施

時
期

自
己

負
担

健
（

検
）

診
対

象
者

6
．

7
．

1
0
．

1
1
月

協
議

細
目

調
整

方
針

協
議

項
目

　
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
　

保
健

事
業

２
．

各
種

健
（

検
）

診
事

業

〈
原

則
、

各
務

原
市

現
行

制
度

に
統

一
〉

　
た
だ
し
、
川
島
地
区
の
基
本
健
康
診

査
、
各
が
ん
検
診
及
び
老
人
保
健
に
係

る
相
談
業
務
等
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
川
島
町
の
現
行
の
と
お
り
と
し
、

肺
が
ん
検
診
、
前
立
腺
が
ん
検
診
に
つ

い
て
は
、
平
成
１
６
年
度
は
現
行
の
と

お
り
と
し
、
平
成
１
７
年
度
よ
り
各
務

原
市
の
制
度
で
実
施
す
る
。

項
　

　
　

目
調

整
方

針

前
立

腺
が

ん
検

診
5
0
歳

以
上

子
宮

が
ん

検
診 乳

が
ん

検
診

肺
が

ん
検

診

肝
炎

ウ
イ

ル
ス

検
診

4
0
歳

以
上

4
0
歳

以
上

6
～

1
0
月

6
．

7
．

1
0
．

1
1
月

大
腸

が
ん

検
診

6
．

7
．

1
0
．

1
1
月

基
本

的
に

自
己

負
担

な
し

6
．

7
．

1
0
．

1
1
月

健
（

検
）

診
対

象
者

基
本

健
康

診
査

3
0
歳

以
上

1
,
0
0
0
円

 
 
5
0
0
円

子
宮

が
ん

検
診大

腸
が

ん
検

診

4
0
歳

以
上

1
2
回

/
年

肺
が

ん
検

診

6
月

に
9
日

間
(
集

団
)

6
月

～
7
月

（
個

別
）

年
4
回

（
集

団
）

6
月

～
8
月

（
個

別
）

乳
が

ん
検

診

4
か

月
児

健
診

1
1
か

月
児

健
診

1
6
歳

以
上

結
核

検
診

6
～

1
0
月

 
3
回

/
年

3
6
回

/
年

肝
炎

ウ
イ

ル
ス

検
診

節
目

自
己

負
担

な
し

前
立

腺
が

ん
検

診
3
0
0
円

基
本

的
に

自
己

負
担

な
し

 
 
5
0
0
円

1
,
0
0
0
円

3
0
歳

以
上

3
月

1
回

結
核

検
診

自
己

負
担

な
し

6
月

に
9
日

間

5
0
歳

以
上

1
6
歳

以
上

7
．

2
月

4
0
0
円

5
0
0
円

6
．

7
．

1
0
．

1
1
月

6
～

1
2
月

6
．

7
．

1
0
．

1
1
月

4
0
歳

以
上

2
0
0
円

1
,
5
0
0
円

1
,
0
0
0
円

5
0
0
円

胃
が

ん
検

診

〈
原

則
、

各
務

原
市

現
行

制
度

に
統

一
〉

　
た
だ
し
、
川
島
地
区
の
健
診
に
伴
な

う
相
談
業
務
等
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
川
島
町
の
現
行
の
と
お
り
と
し
、

母
子
保
健
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
１

６
年
度
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
平
成

１
７
年
度
よ
り
各
務
原
市
の
制
度
で
実

施
す
る
。

〈
原

則
、

各
務

原
市

現
行

制
度

に
統

一
〉

　
た
だ
し
、
川
島
地
区
の
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
６
年
度
は

現
行
の
と
お
り
と
し
、
平
成
１
７
年
度

よ
り
各
務
原
市
の
制
度
で
実
施
す
る
。

実
施

時
期

6
月

に
9
日

間
3
．

1
0
月

に
1
日

ず
つ

6
月

に
9
日

間

基
本

健
康

診
査

に
あ

わ
せ

て

－

5
0
0
円

3
0
歳

以
上

4
0
0
円

2
0
0
4
/
8
/
1
8
 
1
0
:
3
8

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



専
門

部
会

福
祉

部
会

６
．

歯
科

衛
生

８
．

栄
養

教
育

・
成

人
訪

問
業

務
・

成
人

訪
問

業
務

９
．

そ
の

他
・

健
康

教
育

（
集

団
・

個
人

）
・

健
康

教
育

（
集

団
・

個
人

）
・

健
康

相
談

・
健

康
相

談
・

健
康

手
帳

の
交

付
・

健
康

手
帳

の
交

付
・

健
康

管
理

シ
ス

テ
ム

・
健

康
管

理
シ

ス
テ

ム
・

母
子

保
健

計
画

（
Ｈ

1
4
～

Ｈ
1
8
年

）
・

母
子

保
健

計
画

（
Ｈ

1
4
～

Ｈ
1
8
年

）
・

献
血

関
係

（
1
4
回

/
年

）
・

献
血

関
係

（
6
回

/
年

）
・

感
染

症
予

防
対

策
（

発
生

時
）

・
感

染
症

予
防

対
策

（
発

生
時

）
・

健
康

の
つ

ど
い

（
6
月

開
催

）
・

健
康

ま
つ

り
（

3
月

開
催

）
・

健
康

づ
く

り
計

画
（

Ｈ
1
5
～

Ｈ
2
2
年

）

〈
原

則
、

各
務

原
市

現
行

制
度

に
統

一
〉

　
た
だ
し
、
川
島
地
区
の
健
康
相
談
・

健
康
手
帳
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
保
健

相
談
セ
ン
タ
ー
分
室
に
お
い
て
実
施

し
、
成
人
訪
問
業
務
、
献
血
（
Ｈ
１
６

の
み
）
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り

と
す
る
。
ま
た
、
川
島
町
で
策
定
さ
れ

た
「
健
康
づ
く
り
計
画
」
に
つ
い
て

は
、
新
市
に
お
い
て
そ
の
取
り
扱
い
を

調
整
し
、
両
市
町
で
策
定
さ
れ
た
「
母

子
保
健
計
画
」
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

お
い
て
再
編
を
行
う
。

〈
原

則
、

各
務

原
市

現
行

制
度

に
統

一
〉

　
た
だ
し
、
川
島
地
区
の
栄
養
相
談
に

つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

　
羽
島
郡
医
師
会
及
び
羽
島
歯
科
医
師

会
の
動
向
を
見
極
め
な
が
ら
、
各
務
原

市
の
現
行
制
度
に
統
一
し
て
い
く
。

郡
医

師
会

員
当

番
制

栄
養

相
談

常
時

日
曜

・
祝

日
開

設
休

日
歯

科
在

宅
当

番
医

制
日

曜
・

祝
日

開
設

幼
児

フ
ッ

化
物

塗
布

1
歳

6
か

月
児

1
歳

6
か

月
児

健
診

と
同

時
自

己
負

担
な

し
歯

周
疾

患
検

診
節

目
6
．

7
．

1
0
．

1
1
月

3
0
0
円

 
3
回

/
年

6
か

月
～

未
就

園
児

常
時

幼
児

フ
ッ

化
物

塗
布

マ
マ

の
歯

科
検

診
乳

幼
児

歯
科

検
診

－
住

民
常

時
 
5
回

/
年

業
務

対
象

者
実

施
時

期
自

己
負

担
歯

科
相

談

栄
養

相
談

栄
養

教
室

乳
幼

児
検

診
時

に
実

施
8
回

/
年

７
．

休
日

急
病

診
療

所

休
日

急
病

診
療

所
総

合
福

祉
会

館
１

階
日
曜
・
祝
日
及
び
年
始
開
設

休
日

歯
科

在
宅

当
番

医
制

母
子

健
康

手
帳

交
付

妊
婦

保
健

指
導

離
乳

食
教

室
乳

幼
児

健
康

相
談

1
2
回

/
年

1
2
回

/
年

4
回

年

日
曜

・
祝

日
開

設

常
時

お
や

つ
歯

み
が

き
教

室
育
児
相
談

常
時

常
時

歯
科

相
談

受
診

票
交

付
時

常
時

4
か
月
・
1
1
か
月
検
診
で
実
施

1
2
回

/
年

1
2
回

/
年

1
2
回

/
年

・
個

別
2
4
回

/
年

常
時

こ
と

ば
の

相
談

母
子

訪
問

指
導

常
時

妊
婦

健
康

診
査

精
密

健
康

診
査

妊
婦

保
健

指
導

離
乳

食
教

室
乳

幼
児

健
康

相
談

2
歳

児
歯

科
教

室

調
整

方
針

５
．

妊
婦

・
乳

幼
児

関
連

事
業

Ｂ
型

肝
炎

母
子

感
染

防
止

母
子

健
康

手
帳

交
付

マ
タ

ニ
テ

ィ
―

広
場

6
回

/
年

随
時

対
応

毎
日

第
2
・

4
金

曜
日

プ
レ

パ
パ

学
級

（
マ
タ
ニ
テ
ィ
ー
ル
ー
ム
）

妊
婦

歯
科

検
診

 
3
回

/
年

協
議

細
目

調
整

方
針

協
議

項
目

　
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
　

保
健

事
業

項
　

　
　

目
各

務
原

市
川

島
町

〈
原

則
、

各
務

原
市

現
行

制
度

に
統

一
〉

　
た
だ
し
、
川
島
地
区
の
母
子
健
康
手

帳
交
付
、
妊
婦
保
健
指
導
、
乳
幼
児
健

康
相
談
、
母
子
訪
問
指
導
に
つ
い
て

は
、
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
分
室
に
お
い

て
実
施
し
、
離
乳
食
教
室
、
精
密
健
康

診
査
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
６
年
度
は

現
行
の
と
お
り
と
し
、
平
成
１
７
年
度

よ
り
各
務
原
市
の
制
度
で
実
施
す
る
。

〈
原

則
、

各
務

原
市

現
行

制
度

に
統

一
〉

　
た
だ
し
、
川
島
地
区
の
歯
科
相
談
に

つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

成
人

歯
科

検
診

1
1
回

/
年

精
密

健
康

診
査

常
時

3
回

/
年

（
1
2
回

/
年

）

受
診

票
交

付
時

母
子

訪
問

指
導

妊
婦

健
康

診
査

2
0
0
4
/
8
/
1
8
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0
:
3
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併

協
議
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報告第２８号 

 

 

 

選挙の取扱いについて 

 

 

 新市における選挙（投票所・期日前投票所・不在者投票所）については、

当分の間、現行のとおりとする。 

 

＜投票区＞ 

川島地区の現行１投票区を合わせ、全投票区数は２２とする。 

＜投票所＞ 

 川島地区については 

・ 投票所…川島公民館（現在：川島町公民館） 

・ 期日前投票所…川島振興事務所（現在：川島町役場） 

・ 不在者投票所…川島振興事務所（現在：川島町役場） 

とする。 



協 議 事 項 

第１６回 木曽川文化圏市町合併協議会 



協議第６４号 

 

 

木曽川文化圏市町合併協議会の廃止について 

 

 

 

 木曽川文化圏市町合併協議会を平成１６年１０月３１日をもって廃止す

る。 

 

 

 

 



確 認 事 項 

第１６回 木曽川文化圏市町合併協議会 



○今後の合併関連行事予定について

月日（曜日） 時　　間 場　　　　　　所 主　　催

 第17回合併協議会 10月中旬 未定 未定 合併協議会

 川島町閉町式 10月19日(火） 午前10時  川島中学校体育館 川島町

 川島町役場閉庁式 10月29日(金） 午後5時15分  川島町役場 川島町

 川島振興事務所開所式 11月 1日(月） 午前8時
 川島振興事務所
 （川島町役場）

各務原市

 合併記念式典 11月 3日(水） 未定
 各務原市産業文化センター
 1階　あすかホール

各務原市
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